
◎「市民」が主役一地域が主体 伊賀市分権型まちづくり  

◆自治の形態  

※「補尭性の原則」を基本として自治を推進していきます。  

→ 補完性の原則■・・家族や地域などの小さな単位で可能なことはそれに任せ、そこで不可  

能若しくlま非効率なものを、市町村や県、国などの大きな単位が行うという考え方で  

す。  
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伊賀市  
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個人   家族   

集落   小学校区   支所管内  
自治会、区   住民自治協議会   

自分のことは自  個人で無理なこ  従来の自治会な  住民自治協議会  支所による行取  
る集落自  による自治   

意見聴取方法  家族会議など   自治会総会 役員会など   住民自治協課金． 総会  運営委員会など   

活動の拠点   個   家庭   区集談所 など  自治センター  支所   

※ 伊賀市の将来像…新市建設計画（伊賀市まちづくり計画 平成15年12月策定）   

における将来像をさします。   



＊住民自治協議会の定義・要件（自治基本条例第24粂）  

ポイント！■旦進呈（区）と各種団体との協働  

J  l（福祉、環境、防災、教育、文化、体育…）  
総合的なまちづくり組織  ヨコ   ＋  タテ  ＝   

＊住民自治協議会の設立にあたっては、自治会（区）と各種目的別団体、そして意欲のある   

個人の参加がたいへん重要である。   

従来、地域のことに関しては、自治会（区）が大きな役割を果たしてきたが、行政主導な   

どにより各種団体が結成されたり、住民が自発的な活動のもとNPOを立ち上げたりする   

なかで、広く地域全体としての統合的な調整や課題解決力が低下してきていると言われて   

いる。   

こうした背景のもと、地域に強い活動基盤を有する自治会（区）と、より専門的な見地か   

ら地域課屠を解決しようとする目的別団体とが互いに連携していくことが重要。   



住民自治協議会進捗状況  
18年6月1日現在  

符号  支所   単位   説明会  準備会  現嗣 検討   設立総会   名称   事務所  設立  計直l  

届出  策定   
備  考  

口  ！源こ三   済   済   2005年5月14日  東部地域住民自治協譲合  上野東部地区市民センター  済  策定さ斉み  
2  三：l・㌫≡   済   済   2005年7月23日  上野西部地区住民自治協議会  上野西部地区市民センター  済  策定済み  
3  遥コ：  済  済   済   ZOロ5年4月26日  伊賀市上野南部地区住民朗色協縫合  上野南部地区市民センター  済  策定済み  
4  渕芳田郡   さ斉   済  2005年5月29日  小田町住民自治協議会  小田地区市民センター  済  策定済み  
5  天莱   済  地区関係者で調整中   
6  済   2005年3月21日  花之木地区住民自治協議会  花之木地区市民センター  済  策定済み  
7  

鯛   
深田耶   済   済   さ斉   2005年7月2日  長田地区住民自治協含羞会  長田地区市民センター  済  策定済み  

8  瀬臓  済   5斉   2005年4月10日  新居地区住民自治協議会  新居地区市民センター   済  策定済み  
9  済  済   ZOD5年7月9日  三田地区住民自治協議会  三田地区市民センター  済  策定済み  

10  墾き田附   済  さ斉   ZOロ5年4月Z4日  諏訪まちづくり協議会  ・蘭・  市民センター   済  策走済み  
上野  済   済   済   2005年4月8日  府中地区住民自治協議会  府中地区  市民センター   済  策定済み  

12  2005年2月12日  中瀬地域住民自治協議会  中瀬地区  市民センター   済  策定済み  
13  －・・・三豊・・   済   策定済み  
14  猪田聯   済   済   

済   済  
2005年3月13日  友生地区住民自治協言凝会  友生地区  市民センター  済  

15  
済   

済   20D5年3月31日  依那古地区住民自治協議会  依那古地区市民センター  済  策定済み  
16  済   20D5年2月27日  比自岐地区住民自治協議会  比自岐地区市民センター  済  策定済み  
17  2005年4月9日  神戸地区住民自治協議会  神戸地区市民センター  
18  済  済  2005年4月9日  きじが台地区住民自治協議会  きじが台集会所内  済  策定済み  
19  2005年4月15日  古山地区住民自治協議会  古山地区市民センター  済  策定済み  
20  済   済  2005年4月12日  花壇地区住民自治協議会  花壇地区市民センター  済  策定済み  
21  済   済   2006年1月29日  ゆめが丘地区住居自治協吉蓋会  ゆめが丘地区市民センター  済  

22   精機   済   済   済   ZOO4年2月16日  柘植地域まちづくり協議会  柘植公民館  済  策定済み  
済   済   ZDロ4年3月25日  酉柘植地域まちづくり協議会  旧きぽうの豪  済  策定済み  

24  伊賀   済  済   済   2004年1月23日  壬生野地域まちづくり協議会  壬生の里  済  策建済み  
25  島ヶ原  宇島循原寧坪   済   済   済   2005年3月12日  島ヶ原地域まちづくり協議会  島ヶ原会釈  済  策定済み  
26  詞榔   済   粛   2004年11月2日  河合地域住民自治協議会  阿山多牒的集会一陀設内  済  策定済み  

済   済   ZOO4年11月19日  堺田自治協議会   事務局長宅  済  策定済み  
阿山  済  済   済   2004年11月26日  玉湘地域まちづくり協議会  王滝・内保高齢者活動センター  済  策定済み  

郵様辟簡   済   済   済   2004年12月18日  丸牲地域まちづくり協祷会  丸杜山村活性化支珪センター  済  策定済み   
済   ZOD4年10月27日  山田地域住民自治協議会  大山田支所北会議室  清一  策定済み   

大山田  済   済  済   ZOO4年10月29日  布引地域住民自治協諸会  大山田有美会所  済  策定済み   
脚瞞   済   済   済   2004年10月26日  阿波地域僅民自治協議会  大山田東生活改善センター  済  策定済み   

33  間保渦沸   済   2005年4月13日  阿保地区住民自治協議会  阿保地区自治センター  済  策定済み   
彗華さ勲珊  済   済  湧：  2005年3月8日  上津地区住民協議会   日上津保育所内  済  策定済み   

済   済   2005年4月8日  博要住民自治協議会   日博要小学校内  済  策定済み   
青山  

済  
済   済   20D5年3月11日  高尾住民自治協議会   高尾介護予防センター敷地内  済  策定済み   

37  還E散丈  済                     済   済   済   2005年3月4日  矢持住民自治協議会   矢持地区市民センター内  済  策定済み  
桐済表鰍   済   済   済   2005年4月2日  桐ヶ丘地区住民協議会  桐ヶ丘介蹟予防センター内  済  兼走済み  

注：l計  
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策六歓 人事委且会、公平費且会、労働萎且会、よ業萎■会モの他の委■金   （地域協議会の会長及び副会畏）  

第二百＝条の大 地城協隷会に、会長及び副会長を置く．  

2 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。  

8 地域協議会の会長偲び副会長の任期は、地域協は会の構成員の任期による。  

4 地域協社会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する，  

5 地域協托会の副会長lよ、地域協護会の会長に事故があるとき又は地域協譜会再会長が欠けたときは、モの   

職務を代理する。   

（地域協慮会の権限）  

第二胃＝条の七 地域協議会は、次に柏げる事項のうち、市町村長モの他の市町村の機日割こより楢聞されたも   

の又は必要と眩めるものについて、響推し、市町村長モの他の市町村の機関に意見を述べることができる．   

一 地域自治区の事務所が所♯する事務に朋する事項   
二 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事矧こ関する事項   

三 市町村の事姥処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を著する育との連携の強化に朋する事項  
2 市町村長は、条例で定める市町村の施策l＝関する王要事項であって地域自治区の区域に係るものを決定   

し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協護会の意見を聴かなければならない。  

3 市町村長モの他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると甥めるときは、適切な措tを鱗じ  

．なければならない。   

（地域協議会の組織及び運営）  

第二冒＝条の八 この法律に定めるもののほか、地域協諸会の構成員の定数モの他の地域協縫会の組織及び   

運営に閲し必要な事項は、条例で定める。   

（政令への委任）  

第＝百＝粂の九 この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める．  

第八草 給与モの他の給付   

第二胃三条 普通地方公共団体は、その隷会の議員、萎Å会の委員、非♯勤の監査委且モの他の季長、自治   

紛争処理委員、手套会、書諸会及び調査会等の委員その他の構成且、ヰFl要点、授精管理者、闇黒管理者、   

選挙農、投票立会人、開幕立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非♯勧の職員（短疇脚勤務職   
見を除く．）に対し、報酬を支給しなければならない。  

02 前項の職員の中諸会の随員以外の者に対する報酬は、モの勤務打払こ応じてこれを支給する。但し、条例   

で特別の定をした場合lよ、この取りでない。  

03宗一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。  

04 普通地方公共団体は、条例で、その推会の諸員に射し、期末手当を支給することができる。  

05 報酬、費用弁償及び期末手当の鰻並びにモの支給方法は、条例でこれを定めなければならない．   

第二百四条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機瀾たる常勤の職員、垂員会の常勤   

の委員、常勤の監査費且、議会の事務局長又は暮紀長、書記その他の常勤の職見、委員会の事務局長若しく   

は暮妃長、卓見の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通   

地方公共団体の精勤の職員並びに短時間勤捧職員に対し、給料及び旅費を支超しなければならない．  

02 普通地方公共団体挿、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通   

勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（これに碑する手当を含む。）、へき地手当にれに準す  

第＝百二条の二 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企圃、立案、   

勧告等を行い、隈長の競争言式鹸及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に   

対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を購する。  

02 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び随員に対する不   

利益処分を♯査し、並びにこれについて必要な稚覆を蹟する。  

Oa 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立忙を受け及び証明を行い、並びに不   

当労働行為に関し調査し、♯間し、命令を発し及び和解を勧め、労働争饅のあつせん、明輝及び仲裁を行い、   

その他労舶関係に関する事務を執行する。  

04 農業婁且会はi別に法律の定めるところにより、貞作農の創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地   

の交換分合モの他農地に関する亭棟を執行する。  

05 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業明   
整委員会又は内水面漁場管理垂Å会は別に法律の定めるところにより漁業明整のため必要な婚示その他の   
事務を行い、固定資産評価審査委且会は別に法律の定めるところにより固定箕産課税台附こ登録された価格   

に関する不服の宇査決定その他の事務を行う。  

第七款 附属機朋   

第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律書しくはこれに基く政令又は条例の定める   

とこるにより、その担任する事項について調停、審査、審蝕又は臍査等を行う機閑とする。  

02 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非♯勤とする。  

03 附属機関の庶務は、法律又はこれに藁く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機朋におい   

て掌るものとする．  

第四跡 地域自治区   

（地域自治区の設置）  

第二盲二条の四 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分♯させ、及び地域の住民の意見を反映させつつ   
これを処理させるため，条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる．  

2 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。  

3 地域自治区の事務所の畏は、当該普通地方公共団体の長の補助横側である耽員をもって充てる。  

4 宗田条儀二項の規定は第二項の地域自治区の亭拝所の位置及び所管区矧こついて、幕盲七十五条第二項   

の規定は前項の事務所の長について準用する。   

（地域協議会の設置及び相成且）  

第二盲二条の玉 柏域自治区に、地域協議会を置く。  

2 地域協誰会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。  

3 市町村長は、前項の規定による地域協識会の構成員の選任に当たっては、地域協法会b構成員の楕成が、   
地♯自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならな   
い．  

4 地域協議会の構成且の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。  

5 第二百三条第一項の規定にかかわらす、地域也朋虐の構成且には報酬を支給しないこととすることができ   

る。  
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